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　□本人確認書類の写し □代理人の本人確認書類の写し

　（運転免許証・マイナンバーカード・健康保険の資格確認書等いずれか１点の写し） （運転免許証・マイナンバーカード・健康保険の資格確認書等いずれか１点の写し）

　   ※裏面にも住所の記載がある場合は、両面をコピーしてください。 　 ※裏面にも住所の記載がある場合は、両面をコピーしてください。

　□返信用封筒　（切手を貼り、宛先を記入して下さい。）　 □返信用封筒　（切手を貼り、宛先を記入して下さい。）　

  　 ※返信先は現住所または新しい住所となります。 　 ※返信先は代理人の住所となります。

　   ※マイナンバーカードをお持ちの場合、返信用封筒は必要ありません。 　 ※転出者がマイナンバーカードをお持ちの場合、返信用封筒は必要ありません。

□委任状

　　大　昭
　　平　令 　　　年　　 　月　　　　日 □男　　□女

　　大　昭
　　平　令 　　　年　 　　月　　　　日 □男　　□女

　　　年　　 　月　　　　日 □男　　□女

生年月日
ふりがな

転出者氏名

　　大　昭
　　平　令 　　　年　　 　月　　　　日 □男　　□女

　　大　昭
　　平　令

福知山市の住所

新しい住所

世帯主氏名

世帯主氏名

福知山市

備考性別 世帯主との続柄

申請者の住所 　転出者と同じ　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

申請者の氏名

日中の連絡先

本人・代理人（続柄等　　　　　　　　　　　）

郵送による転出証明書の請求書

異動日（福知山市から新しい
住所に引越しをした日）

　令和　　　年　　　月　　　日

　自宅　・職場　・携帯 　　（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　－

※転出される方がマイナンバーカードをお持ちの場合、返信用封筒は必要ありません。転出の手続きが終わりましたら電話でご連絡をいたします。
 　連絡がありましたら、必ずマイナンバーカードをご持参のうえ、転入された市区町村で転入手続きをしてください。

※日本国籍の方でマイナンバーカードをお持ちの方は、国外へ転出される場合、市民課窓口にて継続利用の手続きが必要です。
 　継続利用の手続きを行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは失効扱いとなります。

【本人が請求する場合に必要なもの】 【代理人が請求する場合に必要なもの】


